
土砂災害ハザードマップの作成および配布について

１ 概要 

 全国各地で発生している土砂災害から人命を守るため、「土砂災害警戒区域等に

おける土砂災害防止対策の推進に関する法律」が平成１３年４月に施行された。品

川区においては、平成３０年度に東京都による基礎調査が終了し、令和元年９月２

６日に土砂災害（特別）警戒区域の指定が行われた。これを受け、避難場所や情報

伝達手段等を記載したハザードマップを配付し、指定された区域内の住民に避難体

制を周知する。

２ 配布対象 

（１）対象世帯 

土砂災害（特別）警戒区域に指定された区域内にある住宅（共同住宅、商店、事

業所等を含む）約２，３００世帯。 

（２）対象区域

品川地区 北品川三・五・六丁目、南品川六丁目の一部

大崎地区 東五反田一・三・四・五丁目、上大崎一・三・四丁目の一部

西五反田三・八丁目の一部

大井地区 東大井三・四丁目の一部

八潮地区 八潮五丁目の一部

３ 配布予定期間 

令和元年１２月９日（月）から２０日（金）まで 

４ その他 

区から発信する避難情報を電話やメールで確実に受け取ることができる「避難情

報緊急通知コール」の登録を促すため、周知チラシをハザードマップに同封し配布

する。

５ 配布物イメージ 
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